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1.はじめに

　特定の市場，特定の産業をめぐる，市場内部，産業内部における企業間

の競争あるいは協調の関係を分析する経済学の分野は，産業組織論と呼ば

れる。

　一国のあらゆる個別企業の行動を一度に分析しようとすれば，それはと

りもなおさず経済全体を研究することになる。かといって，これらの企業

を一つ一つ取り上げて研究するならば，われわれはすぐに木を見て森を見

失うことになりかねない。産某組織論とは，これらの両極端の中間をとろ

うとするものである。ここで，産業とは，共通の買い手に対して密接な代

替関係にある製品を販売し供給する企業（売り手）のグループを意味し，

これに買い手のグループを対置させると，ある特定製品の販売条件の決定

に関与する売り手・買い手のグループから構成される市場が成立する。

個々の企業は，市場において互いに接触する。産業組織論は，「これら売
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り手たちの組織がどのように市場の成果に，したがって一国の経済厚生に

影響するか｣1)を分析することを目的としている。

　ところが，｢まずきわめて率直にいえば，産業組織論という学科目は存

在しない。大学において産業組織論という名で教えられている授業科目は，

経済の中のさまざまな産業(財おょび用役の生産者)の構造や行動を理解す

ることを目的としている。これらの授業科目で取り扱われるのは，企業規

模の分布，そのような分布が生じた原因，集中が競争に及ぼす影響，競争

が価格，投資，技術革新に及ぼす影響等々の問題である。しかしこれこそ

まさしく経済理論一価格理論または資源配分の理論，つまり，あまり適

切ではないが，今日，ミクロ経済学と呼ばれているものｰの内容なので

ある。｣2)

　実際のところ，産業組織論という用語は，不完全競争と殆ど同義に使わ

れている。すなわち，完全競争を定義する条件

　　　完全市場　　取引費用は掛からない

　　　　　　　　　価格に関する情報は完全である

　　　純粋競争　　多数の小規模な買い手と売り手が存在する

　　　　　　　　　凸環境

のどれか１つでも妥当しなくなると(すなわち不完全競争になると)，産業組

織論の出番になることからも分かるように，産業組織論はミクロ経済学の

不完全競争理論，とりわけ寡占理論を内容としていることが明らかである。

　さてその寡占理論であるが，これはＣｏｕｍｏt(1838)3)から始まった。残
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念なことに，寡占理論の基礎を築いたＣｏｕｍｏtの業績と, Coumot理論

を批判し拡張を図ったBertrand (1883）の貢献は，発表当時それらに相応

しい扱いを受けずに，かなり長い間，放置されてきた。「多くの価格理論

の中級テキストブックを見ると，寡占理論はＣｏｕｍｏtで終わっていると

考えられるかもしれない。」4）といわれる所以である。しかし，100年以上

にわたって殆ど進歩が見られなかった寡占理論は，ゲーム理論（とりわけ

非協力ゲーム理論）と経済動学の発展を契機として過去30年程の間に大き

く進展し，寡占をより精確にそしてより完全に理解できるようになってき

た。

　なかでも，ゲーム理論は寡占理論の発展に大きく寄与した。完全競争や

独占の場合にはなかった寡占理論の特徴として，寡占企業の行動を分析す

る際には，自分の行動が直接的に自分の利潤に影響を及ぼすことだけでは

なく，自分の行動がライバル企業の利潤機会に影響を与え，そのことを通

じてライバル企業の行動を変化させる，そしてそのことがさらに自分の利

潤機会に間接的に影響を与えることを考慮する必要があることを挙げるこ

とができる。その意味では，主体（プレーヤー）間の相互依存関係を分析

するゲーム理論が，たちまちのうちに寡占企業の行動の分析に不可欠な道

具となったことは容易に理解されよう。 1960年代後半以降のゲーム理論

の展開が，1970年代に入って経済理論に応用され始め，寡占理論の新た

な発展を促した5）。

　しかし，このように発展した寡占理論であるが，分析は部分均衡の枠組

みに，事実上，限定されている。実際，独占的競争理論の部分均衡分析は

一般均衡分析に拡張されるべきだと古くから主張されてきた6）。また一方

では, Arrow-Debreu-McKenzieの一般均衡理論は，理論の現実妥当性の
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視点から，何らかの不完全競争の要素を取り入れるべきだとも主張されて

きた。それにも関わらず，満足できる寡占の一般均衡理論は未だ完成して

いない。本稿の目的は，過度に技術的な枝葉末節に陥ることなしに，寡占

理論の一般均衡モデルを構築するという試みに伴う困難を説明することで

ある7)。

2.3つの困難

2.1　不完全競争企業の目的の不明確さ

　競争均衡においては，企業の株主は全員一致して利潤最大化を求める。

ここで，消費者ｉは初期賦存量貼を持ち，ある企業のθ,の割合を所有

していると仮定しよう。市場で成立する価格ベクトルをｐとし，この企

業の利潤を7rとすると，この消費者ｊの間接効用は

(1)　　　　　巧(ｐ,ｐ･叫十θげ)

と表される。この間接効用は7rに関して増加的である。競争均衡では，

株主達(＝消費者達)と同じく，企業も全ての価格を与件と見なして行動

する。したがって，全ての株主が企業に利潤を最大にすることを望むこと

は明らかである。

　この企業が市場支配力を持つ場合には，様子が違ってくる。この場合に

は，企業利潤は，自分が選択することのできる変数(自分が定める価格)の

関数7r(ｐ)になる。分析のために，この企業が市場支配力を持つ財を第１

財とし，価格p1を設定すると仮定しよう。また，第１財以外の財の価格

は与件と見なすとしよう。この時，消費者ｉ(＝株主)の効用最大化のた

めには，その企業は

(2)　　　　　Ｖ,[ｐ,ｐ･貼＋0汗(ｐ)]

を最大にするように，plを設定することが必要になる。この最大化の１

階の条件は，沢＝ｐ･叫十θげ(ｐ)とおくと
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(3)　ご十万(叫1十θj農)＝０

で与えられ，利潤最大化の条件

(4)　　　ﾒﾔL＝0

　　　　　　卵1

とは明らかに異なる。すなわち，企業が市場支配力を持つ場合の効用最大

化と，企業の利潤最大化は一致しないのである。

　Ｒｏyの恒等式を利用し，また財１の超過需要をZil =χＨ一賄1と表すと，

(3)から

(5)　　　恋し＝�

　　　　　　知I　θ，

が得られる。つまり，もし7rがplについて凹であり，ZHが正であるな

らば，すなわち消費者ｊがその企業の生産する財１を大量に消費するな

らば，企業は消費者ｉ（＝株主)の効用最大化のために価格plを自分の利

潤を最大にする水準以下に設定しなければならない。さらに，(5)により

与えられる価格は消費者(＝株主)毎に異なるから，その企業の株主達が，

同じ価格に合意する理由はない。

　以上より，市場支配力を持つ企業は，完全競争企業の利潤最大化のよう

な単純明快な目的を持たない。

2.2　価格正規化の仕方により均衡が変わること

　競争均衡において均衡を決定するのは相対価格であり，価格正規化の仕

方の選択は相対価格や均衡配分に全く影響することはなかった。不完全競

争ではそのような主張は成立しなくなる。

　これを理解するためには，利潤最大化のために自分の価格を選択する独

占企業を考えれば十分である。もし独占企業の製品価格が１に固定され

ているならば，その利潤最大化計画は無意味になる。
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2.3　利潤関数の準凹性を保証する条件を見つけにくいこと

　最後の困難性は，技術的ではあるが重要である。一般均衡モデル構築の

目的は，一般均衡の存在を示すことであり，これは通常，角谷の不動点定

理を用いて行われる。角谷の定理は，凸値を持つ半連続対応に適用される。

その企業の戦略変数が何であるかに関わらず(すなわち，価格であれ数量で

あれ),その最善選択対応は凸値でなければならない。この性質を保証する

最も簡単な条件は，利潤関数の戦略変数に関する準凹性8)である。

　部分均衡では，利潤関数の準凹性を保証する条件(しかも経済的に無理の

ない条件)9)を見付けることは容易である。残念ながら，一般均衡では，需

要関数自体が消費者の最適化から導き出されており，それが先験的に凹で

あると仮定することはできない。事実,Roberts and Sonnenschein(1977)

が示したように，標準的な条件を全て満たすにも関わらず，利潤関数が準

凹にはならず，したがって均衡が存在しない場合がある。

　現在のところ，この問題には満足できる解決は存在しない。先行研究は

全て，利潤関数は準凹であると仮定している。

3.主観的需要均衡

　不完全競争の一般均衡理論における重要な貢献の１つは, Negishi(1961)

である。Negishiは，主観的(逆)需要という概念を使って，価格設定行

動が行われる一般均衡理論を構築した。ここで，主観的需要関数とは，価

格支配力を持つ非競争的企業が自分の生産を修正する時に知覚する価格変

動を示すものである。

　価格ベクトルをｐ,消費をχ,生産をyと表して，経済状態をｓ＝(μ> X,y)

と示すことにしよう。状態ｓを維持しながら･企業jが生産をyjからが
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へ変更する際に，自分が市場支配力を持つ財の価格に関する推量すなわち

主観的需要は

　　　　　　pj(がｄ)

により与えられるとしよう。Negishiは，ここで

(6)　　　　Ｐ/(亦ｓ)＝ｐ/

である場合，すなわち，企業は，生産を変更しない時に，価格に関する推

量を誤らないという意味で，この推量は出発状態とだけ比較可能であると

主張する。すなわち，主観的需要は均衡においてのみ正しく，それ以外で

は間違っている可能性がある。

　主観的需要均衡は，以下の条件(iバiiDを満たす経済状態

　　　　　　ｓ＊ニ(ｐ＊,ｘ＊,y＊)

と定義される。

（ｉ）　消費者ｉは予算制約の下で自分の効用を最大にする消費計画ろ＊を選

択する。

(ii)非競争的企業jは，その生産集合をy/とすると，全ての乃∈りに

対して主観的利潤

　　　　　　乃(yj， ｉ＊)･yj

を最大にする生産計画ガを選択する。

（ｉｉｉ）　全ての市場で需給は一致する。

　主観的利潤が準凹である場合10)には，標準的な仮定の下で，均衡の存

在を証明することができる11)。
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4.客観的需要均衡

　主観的需要均衡の不都合は，主観的需要均衡が均衡の決定に未知の要素

すなわち推量を導入することである。推量が変わるたびに，非常に多数の

均衡が存在することも可能である。というのは，非競争的企業jと生産

計画ｙｊに対して

(7)　　　　ｐ/(2かｓ＊)ニｐ/＊

である時に，競争均衡は得られるからである。さらに，これらの均衡のう

ちのあるものが，全く誤った推量に依存することも可能である。

　このような不都合を排除する１つの方法は，非競争的企業は主観的需

要を真の需要関数と認識すると仮定することである。この仮定の下では，

企業が数量で競争するか，価格で競争するかに応じて２通りの均衡が考

えられる。

4.１Coumot-Walras均衡

　Gabszewicz and Vial(1972)は，消費者は価格受容者として行動するが，

生産者はＣｏｕｍｏt的な数量競争を行う一般均衡モデルを構築した。

　非競争的な企業j＝1ユ…,肖が生産計画y＝(yl,y2,…,‰)を選択

する時に，消費者は，株式保有を通じて，諸企業の生産の一部の所有者で

もあるという事実を考慮して，消費者ｊの初期賦存量を修正して，修正

初期賦存量回(y)を

(8)　　回(y)＝鴫十Σθ訪
　　　　　　　　　　　　j=1

と定義しよう。ここで，企業は存在せず，消費者達の初期富がこの修正初

期賦存量ω;(y)により与えられる経済を考えると，この経済には，一定の

条件の下で，ｙに連続的に依存する一意な価格ベクトルＰ(y)が存在する。

　したがって, Coumot-Walras均衡(ｘ＊,y＊,ｐ＊)を，条件
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（ｉ）　各ｉは，予算制約の下で効用を最大にする消費χｊ＊を選択する。

（ｉｉ）　各ｊは･全てのyj∈Yｊに対してｐ(ｙｊ，ｙ『ｊ，ｓ*)-yjを最大にする生産

y/＊を選択する。

(iii）　各jの推量は整合的である。すなわち

　　　　　　ｐ＊ニP(y*,s*)

(iｖ)価格ベクトルｐ＊において，全ての市場の需給は一致する。

により定義すると，ここでももし利潤関数が準凹であれば，標準的な仮定

の下で均衡の存在を証明することができる。

　しかし，関数Ｐが定義できるかどうかは決して自明ではない。べ(y)

が消費集合Ｘiに属さないことは十分に可能であり12)この場合には関数

ｐは定義できない。したがって，この経済には均衡は存在しないことに

なる。

　対照的に，その経済に複数の均衡が存在するならば，一意的な均衡を連

続的に選択することは不可能である。この問題を回避するためには，この

経済に一意的な均衡が存在することを保証する必要があるが，その条件が

成立する可能性は極めて低い13)。

　ここで，この定義を用いて，価格正規化の仕方によって均衡が影響され

る理由を説明しておこう。q－ノルムを

　　　　　　||㈱＝
(yｹﾞ)1

と定義し，これを使って価格を正規化するとすることにする。Coumot-

Walras均衡では，企業ｊは主観的利潤

(9)　　　　　？(ｙ戸戸＊)･y｡

　　　　　　H7）(か瑞･゛＊)|19　j
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をｙｊに関して最大化する筈である。ここで･分母はｙｊに依存している

ので，ｑの選択は完全競争に全く影響しないが, Coumot-Walras均衡に

は影響して，異なる均衡が成立することになる。

　消費者達(＝株主達)が投人物を保有していないのならば，このモデル

は無意味になる。すなわち，企業ｊが企業Kの生産する財を投入として

利用するならば，企業ｊが自分の生産を変える時には，企業ｊは企業だ

の生産物に対する自分の需要を修正することになる。この場合には，

Coumot-Walras均衡の定義のように企業だの生産は一定に留まると考え

ることはできない。したがって，それに対する最終需要が全くない純粋中

間財が存在する場合には，この均衡概念は利用できない14)。

4.２Bertrand-Walras均衡

　Benassay (1988)は，生産者がBertrand的な価格競争を行う一般均衡モ

デルを構築した。したがって，このモデルにおいては価格が内生的であり，

数量割り当てや数量シグナルが重要な役割を果たすことになる。

　非競争的企業が価格P =iPu Pii…,み)を選択したと仮定しよう。第

１の困難は，これらの価格においては，供給と需要を均衡させるような実

行可能な生産計画が存在しないかもしれないことである。第２に，一部

の企業にとっては，自分に対する需要の一部にしか応じないことが最適で

さえあるかもしれない。

　そこでBenassayは，価格ベクトルがｐである場合の固定価格fixprice

均衡に注目する。ｙｊ＊(ｐ)を固定価格均衡における企業ｊの生産計画としよ

うにこでは･が(ｐ)は‾意であると仮定する)。ここで･企業ｊは･その他の

企業の価格が与えられた時に，自分の利潤が最大になるような価格Pｊを

選択する。すなわち
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(10)　　　　I？勺ヤガ(Pj･ Ｐ司)

もし利潤が準凹であれば，これは対応ｐｊｅやj(ρづ)を定義し，この対応

は適切な諸性質を持つ。

　この場合，価格に関する不完全競争の一般均衡は

(11)　　巧＊∈め(鴫)　∀7 =1,2,…，ｍ

により与えられる価格に関するNash均衡，すなわちBertrand-Walras均

衡になる。この概念の弱点は，いうまでもなく，それが固定価格均衡の理

論に依拠していることであり，したがって同じ批判が当てはまることであ

る。

5.結論

　以上の検討から，非競争的企業の推量をうまく定義しない限り，均衡は

きちんと定義できないことが明らかにされた。推量が変化する時には，非

常に多数の主観的需要均衡が存在する。客観的需要均衡には，別の問題点

がある。すなわち，客観的需要均衡においては，各企業はその経済全体の

均衡を計算する能力を持ち，自分の決定を修正する際には一般均衡の全て

の効果を考慮すると仮定される。これは明らかに，非現実的である。

　解決の方向としては，推量に何らかの制約を課すことが考えられる。客

観的需要均衡については，企業が一部の効果を無視するようにすることに

よって，客観的需要均衡を計算する際に必要とされる情報を少なくするこ

とができる。例えば, Hart(1985)は，企業は｢Ｆｏrd効果｣,すなわち消費

者がその企業の株主でもある場合に，自社製品に対するその消費者の需要

に対して利潤が与える影響は無視されると仮定している。

　主観的需要均衡においても，推量に制約を課すことが考えられる。例え

ば, Gary-Bobo (1989)は,た次局所整合的均衡k一th orderlocally consistent

equilibrium(だ-ＬＣＥ)を，企業が真の需要関数のｋ次Taylor展開近似しか

知らない場合の不完全競争一般均衡として定義し, k=0の場合の局所整
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合的均衡O-ＬＣＥはNegishi (1961）の主観的需要均衡となること，ん≧１の

場合には，もし企業が自分の局所的需要弾力性を正しく知ることができる

ならば，主観的需要均衡はCoumot-Walras均衡（数量を戦略変数とする客

観的需要均衡）と一致することを示している15）。
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